
工事現場における施工体制の点検要領の制定について 

平成14年３月26日付会第663号 

大臣官房会計課長から各部局長あて 

  改 正 

平成27年３月26日 財会第 ８９６号 

平成28年５月27日 財会第２１６０号 

標記のことについて、別添のとおり制定し、平成14年４月１日から適用することとしたから通知する。 

 なお、本通達について、公表し閲覧に供することとするので、各部局においては、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律に基づく公表について（平成14年２月26日付財会第387号）による公表の

方法により適切に対処されたい。 
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別添 

工事現場における施工体制の点検要領 

１．趣旨 

 この要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。以下「入

契法」という。）第16条の規定に基づき、工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているか

どうかの点検その他の必要な措置として定めたものである。 

 また、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成13年３月９日閣議決定）

第２の４⑶において、統一的な監督の実施に努めるために策定することとされている要領として定めた

ものである。 

 

２．適用範囲 

 下記３から５の規定の適用範囲は、それぞれ次による。 

① 下記３については、建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項に該当する工事 

② 下記４については、入契法第15条第１項の規定により読み替えて適用される建設業法第24条の７第

１項に該当する工事 

③ 下記５⑴については、請負代金の額が2,500万円以上の工事 

④ 下記５⑵については、建設業法第３条第１項に規定される許可を必要とする者が契約の相手方であ

る工事 

⑤ 下記５⑶については、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第３条第１項に規定される適

用事業に該当する工事 

⑥ 下記５⑷については、建設業退職金共済制度の対象となる労働者が従事をする工事 

 

３．監理技術者等の専任の状況等の点検 

⑴ 専任の状況の点検 

① 点検の方法 

ア．工事の請負人から、監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」という。）を配置した

ことの報告を受けた以降遅滞なく、また契約の締結後概ね３か月ごとに、財団法人日本建設情報

総合センター（以下「JACIC」という。）がインターネットにより提供している工事実績情報の検

索サービス（以下「工事実績情報提供」という。）を用い、当該監理技術者等が、当該工事以外

の工事で、工事実績情報提供に登録されている工事の監理技術者等として配置されていないこと

を確認する。 

イ．共同企業体にあっては、全ての構成員の監理技術者等について、上記と同様の確認を行う。 

 なお、経常建設共同企業体にあっては、「財務省所管の建設工事における共同企業体の取扱い

について（平成元年３月20日蔵会第763号）」の記の第２の２⑶ハにおいて、工事１件の請負代金
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の額が、建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第１項で定める金額の最低規模の３倍未

満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専

任で配置する場合においては、残りの構成員は、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を

工事現場に兼任で配置することで足りるものとされていることに留意すること。 

② 措置の方法 

ア．当該監理技術者等が、当該工事以外の工事に配置されていることが確認された場合は、当該監

理技術者等が配置されている工事で、当該工事以外のエ事の発注者に対し、事実を確認するとと

もに、当該工事の請負人に対し、事情の聴取を行う。 

イ．上記アによった結果、当該工事に専任で配置されていないものと断定された場合は、当該工事

の請負人に対し、専任で配置するよう是正を求める。 

 その結果、是正がなされなかった場合は、当該工事の請負人が建設業の許可を受けた国土交通

大臣又は都道府県知事及び当該工事現場の属する区域を管轄する都道府県知事（以下「建設業許

可等行政庁の長」という。以下同じ。）に対し、このことを通知する。 

⑵ 現場に常駐していることの点検 

① 点検の方法 

 監理技術者等の職務は、建設業法第26条の３第１項により、建設工事の技術上の管理及び当該建

設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督であり、また建設業法第26条第３項により、公共性

のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、当該監理技術者等は専任の者で

なければならない。 

 上記に該当する監理技術者等が、その職務を適正に実施するための運用上の解釈として、「建設

業法の一部を改正する法律等の施行等について（平成７年２月７日建設省厚契発第４号）」の別紙

２の別添「資格者証運用マニュアル」の２においては、当該監理技術者等は、常時継続的に当該建

設工事現場に置かれていなければならないとしている。 

 これに基づき、概ね月に１回、監理技術者等が当該工事現場に駐在していることを確認する。 

② 措置の方法 

ア．当該監理技術者等が、当該工事現場に駐在していないことが確認された場合は、当該工事の請

負人から事情を聴取し、当該工事に関係のない業務を実施していたことが判明する等、当該工事

に専任で配置されていないものと断定された場合は、前記⑴②イ．の措置を講ずる。 

イ．当該監理技術者等が、当該工事現場に駐在していないことが確認された場合であっても、当該

工事に係る業務を実施していたことが確認された場合は、当該業務を当該工事現場外で行うこと

が、監理技術者等としての職務を適正に実施するために必要な行為であったこと及び工事現場と

の連絡体制が確保されていたことをあわせて確認する。 

 その結果、当該必要な行為でなかった又は工事現場との連絡体制が確保されていなかった場合

は、当該工事の請負人に対し、監理技術者等としての職務を適正に実施するに必要な措置をとる
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ことを請求する。 

ウ．前記①のとおり、専任とは原則常駐が求められるものであるが、例えば建築物の電気設備工事

を単独で発注した場合において、当該建築物に設置する機器等の工場製作期間である等、工事現

場における常駐を当然要しない場合があることに留意すること。 

 また、資格者証運用マニュアルの２⑶にあるとおり、密接な関係のある二以上の工事を同一の

建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこ

れらの工事を管理することができるとされている（建設業法施行令第27条第２項）が、専任の監

理技術者については、この規定は適用されないことに留意すること。 

 

４．施工体制台帳等の点検 

⑴ 施工体制台帳の点検 

① 点検の方法 

ア．請負人から施工体制台帳の写しの提出があった以降遅滞なく、次について確認する。 

ａ．その原本が現場に備え置かれていること。 

ｂ．当該写しの内容が原本と相違ないこと。 

ｃ．建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の２第１項に定めのある記載事項が漏

れなく記載されていること。 

ｄ．上記同条第２項に定めのある添付書類に漏れがないこと。 

ｅ．記載内容が「施工体制台帳の作成等について（平成７年６月20日建設省経建発第147号）」に

基づくものであること。 

イ．施工体制台帳に変更があり、その写しの提出があった場合も、上記アと同様の確認を行う。 

② 措置の方法 

ア．施工体制台帳が、上記①アに掲げる要件のうち、ａ、ｃ、ｄ又はｅを満たしていない場合は、

当該工事の請負人に対し、是正を求め、その結果、是正がなされなかった場合は、建設業許可等

行政庁の長に対し、このことを通知する。 

イ．施工体制台帳の写しの提出がない場合は、当該工事の請負人に対し、提出を求める。 

 また、施工体制台帳の写しの内容が原本と異なる場合は、当該工事の請負人に対し、是正を求

める。 

⑵ 実際の施工体制の点検 

① 点検の方法 

ア．請負人から提出のあった施工体制台帳の写しと、工事現場における実際の施工体制との間に相

違がないことの確認を、概ね月に１回行うものとし、点検すべき内容は、次のとおりとする。 

ａ．施工体制台帳に記載のある監理技術者等（下請負人の主任技術者を除く。）が配置されてい

ることとし、下記イによる。 
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ｂ．施工体制台帳に記載のない下請負人が施工をしていないこととし、下記ウによる。 

イ．監理技術者等に係る確認にあたっては、監理技術者については監理技術者資格者証の確認をも

って行う。 

 また、元請負人の主任技術者については、所属する建設業者名が記載されている健康保険被保

険者証の写し若しくは住民税特別徴収税額の通知書又はその変更通知書で最新のものの写しの提

出を求め、確認するものとするが、これら写しが施工体制台帳の写しに添付されている場合は、

これらの提出及び確認を要しない。 

ウ．下請負人に係る確認については、元請負人が実施した安全訓練等の出席者名簿、下請負人に対

する作業指示書等において、施工体制台帳に記載のない下請負人の名称等がないことを確認する。 

エ．一括下請負の疑義がないことを、別紙「一括下請負に関する点検要領」に基づき点検する。 

オ．工事請負契約を締結するにあたり、監理技術者並びに元請負人及び下請負人の主任技術者につ

いては、当該技術者の氏名、監理技術者又は主任技術者の別及び当該技術者が所属する建設業者

の商号又は名称を記載し、当該技術者の顔写真を貼付したうえ、所属する建設業者の証明印が押

印された名札を着用することを義務付けたうえで、概ね月に１回、これらの者が所定の名札を着

用していることを確認する。 

カ．下記②により、工事現場における実際の施工体制との間に相違があることが確認等された以降

は、必要に応じ、上記アからオまでの確認又は点検の頻度を増すこと。 

② 措置の方法 

ア．次のいずれかに該当する場合は、当該工事の請負人に対し、事情の聴取を行うとともに、必要

に応じ、監理技術者資格者証の交付機関に問合せる。 

ａ．施工体制台帳の写しに記載のある監理技術者等とは異なる者が配置されている場合 

ｂ．監理技術者については、配置されている者が監理技術者資格者証の交付を受けていない場合

及び監理技術者資格者証の記載事項に疑義のある場合等、監理技術者資格者証の内容に疑義の

ある場合 

イ．監理技術者資格者証に記載のある建設業者に所属していることについて疑義のある場合は、所

属する建設業者名が記載されている健康保険被保険者証の写し若しくは住民税特別徴収税額の通

知書又はその変更通知書で最新のものの写しの提出を求め、確認すること。 

ウ．上記ア又はイによった結果、監理技術者等の配置に虚偽があった場合は、当該工事の請負人に

対し、是正を求め、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを

通知する。 

エ．施工体制台帳に記載のない下請負人の名称等が、安全訓練等の出席者名簿等にあった場合は、

当該工事の請負人に対し、事情の聴取を行い、その結果、施工体制台帳に記載のない下請負人が

施工をしていることが確認された場合は、当該工事の請負人に対し、施工体制台帳の是正を求め

る。 
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 その結果、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知す

る。 

オ．一括下請負の疑義がある場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知し、当該行

政庁が当該工事現場において、建設業法第31条第１項に基づく立入検査を実施する場合には、こ

れに協力する。 

 その結果、一括下請負であると断定された場合は、当該工事の請負人に対し、是正を求める。 

カ．前記①オに規定する名札の着用がなかった場合は、当該工事の請負者に対し、是正を求める。 

⑶ 施工体系図の点検 

① 点検の方法 

 施工体系図が、次の要件を満たしていることを、適時に確認する。 

ａ．工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げられていること。 

ｂ．施工体制台帳の内容との差異がないこと。 

ｃ．記載内容が「施工体制台帳の作成等について（平成13年３月30日国総建第84号）」に基づく

ものであること。 

② 措置の方法 

 施工体系図が、上記①に掲げる要件を満たしていない場合は、当該工事の請負人に対し、是正を

求める。 

 その結果、是正がなされなかった場合は、建設業許可等行政庁の長に対し、このことを通知する。 

 ただし、上記①に掲げる要件のうち、ａについては、工事関係者が見やすい場所又は公衆が見や

すい場所のいずれか一方に掲げられている場合においては、建設業許可等行政庁の長に対する通知

を要せず、是正を求めることで足りる。 

 

５．工事実績情報の登録等の点検 

⑴ 工事実績情報の登録の点検 

① 点検の方法 

 工事請負契約を締結するにあたり、当該契約の締結後、その変更契約の締結後、監理技術者等の

変更後及び完成検査合格後のそれぞれについて遅滞なく、JACICによる工事実績情報提供に当該工事

を登録すること、当該登録に先立って発注者による登録内容の確認を受けること及びJACICが発行す

る工事カルテ受領書の写しを提出することを義務付けたうえで、これら登録内容の確認及び工事カ

ルテ受領書の写しの提出があったことの確認を行う。 

② 措置の方法 

 上記①によった結果、不備がある場合は、是正を求める。 

⑵ 建設業許可を示す標識の点検 

① 点検の方法 
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 建設業法第40条の規定に基づき、工事現場において、公衆の見やすい場所に、許可を受けた建設

業の名称等、建設業法施行規則第25条第１項に規定される事項を、同条第２項に規定される様式に

より記載した標識が掲示されていることを、適時に確認する。 

② 措置の方法 

 上記①によった結果、不備がある場合は、是正を求め、是正がなされなかった場合は、建設業許

可等行政庁の長に対し、このことを通知する。 

⑶ 労災保険に関する点検 

① 点検の方法 

 労働者災害補償保険法施行規則（昭和30年労働省令第22号）第49条の規定に基づき、労災保険に

係る保険関係成立の年月日等、同条第１項及び第２項に規定される事項が、常時事業場の見易い場

所に掲示する等、同項に規定される方法により、労働者に周知させていることを、適時に確認する。 

② 措置の方法 

 上記①によった結果、不備がある場合は、是正を求める。 

⑷ 建設業退職金共済制度に関する点検 

① 点検の方法 

 工事請負契約を締結するにあたり、建設業退職金共済組合に加入する等、期間を定めて雇用され

る者に対し、退職金を適切に支給することを義務付けたうえで、「建設労働者の福祉の充実につい

て（平成５年８月10日建設省経労発第73号）」の記の２⑷②を受け、建設業退職金共済制度の適用

を受ける事業主に係る工事現場であることを示す標識が掲示されていること（勤労者退職金共済機

構建設業退職金共済事業本部が発行するシールが貼付されていること）を確認する。 

 なお、当該制度の対象となる労働者が従事しない場合は、当該標識の掲示を要しないことに留意

すること。 

② 措置の方法 

 上記①によった結果、不備がある場合は、是正を求める。 

 

６．その他 

⑴ 前記５⑴において、工事請負契約の相手方が工事実績情報提供に当該工事を登録する期限は、次の

とおりとし、契約にあたり設計図書に明示すること。 

① 当該契約及びその変更契約の締結後については、契約の締結をした日から10日以内 

② 監理技術者等の変更後については、変更の事実が生じた日から10日以内 

③ 完成検査合格後については、完成検査に合格した日から10日以内 

⑵ 点検様式は、参考様式１－１から１－８を参考とする。 
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別紙 

一括下請負に関する点検要領 

１．趣旨 

 この要領は、工事現場において実際の施工体制を点検するにあたり、当該工事における下請負契約に

ついて、一括下請負の疑義があるかどうかを点検するために定めたものである。 

 

２．点検対象 

 点検の対象とする下請負契約は、下請負の契約内容が次のいずれかに該当するものとする。 

① 請け負った工事内容の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせているもの 

② 請け負った工事内容の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を

一括して他の業者に請け負わせているもの 

③ 請け負った工事内容の一部分を他の業者に請け負わせている一次下請負契約のうち、契約金額が最

大のもの又は工事期間の２分の１を経過した時点において契約金額が最大のもの 

 

３．点検内容 

⑴ 上記２により点検の対象とされた下請負契約について、当該契約に係る工事を請け負わせた者（以

下「点検対象契約発注者」という。）が、当該工事を請け負った者（以下「点検対象契約受注者」とい

う。）の施工に関し、実質的に関与していることを、工事期間中の適時に、毎年度において少なくとも

１回、確認する。 

 ただし、点検の対象とされた下請負契約が複数年度にわたる場合は、当該下請負契約のそれぞれの

年度における工事期間のうち、過半を占める契約期間の属する年度においてのみ、確認することで足

りる。 

 なお、実質的に関与していることの判断基準は、下記４による。 

⑵ 次のいずれかに該当する場合は、少なくとも二次下請負人までの全ての者を、それ以外の場合は元

請負人を点検対象契約発注者とし、上記⑴による確認を行う。 

① 主たる部分を実施する一次下請負人の一次下請負金額又は最大の一次下請負金額が、元請負金額

の過半を占める場合 

② 競争参加資格審査において、当該工事に対する競争参加資格要件とした業種区分と同一の業種区

分における同一又は上位の等級に格付けされた者が、一次下請負人となっている場合 

③ 同一敷地内、隣接敷地内又は公道等を挟む近接敷地内において、工期の重複する別の工事を発注

しており、当該別の工事の元請負人又は一次下請負人と同一の者が、元請負人又は一次下請負人で

ある場合 

④ 予算決算及び会計令第85条の基準の運用方針について（平成11年４月８日付蔵会第1194号）に基

づき、契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか
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どうかについて調査した場合 

⑤ その他監理技術者等の専任に疑義がある等点検が必要であると認められる場合 

⑶ 上記⑴及び⑵による確認の結果、実質的に関与しているとはいえないと判断した場合は、一括下請

負の疑義があるものとする。 

 

４．実質関与についての判断基準 

 次のいずれかに該当する場合は、点検対象契約発注者が、点検対象契約受注者の施工に関し、実質的

に関与しているとはいえないと判断する。 

① 点検対象契約発注者が設置をした監理技術者又は主任技術者が、当該発注者との間に直接的かつ恒

常的な雇用関係を有していない場合 

② 点検対象契約発注者が元請負人である場合にあっては、当該発注者が点検対象契約受注者の施工に

関し、次のａからｊに示す業務内容のうち１つ以上について、実施にあたり、主体性が認められない

と判断した場合。 

 なお、主体性が認められないと判断する基準は、下記５による。 

ａ．発注者との協議 

ｂ．住民への説明 

ｃ．官公庁等への届出等 

ｄ．近隣工事との調整 

ｅ．施工計画の作成 

ｆ．工程管理 

ｇ．出来形及び品質管理 

ｈ．完成検査 

ｉ．安全管理 

ｊ．下請負人の施工調整及び指導監督 

③ 点検対象契約発注者が下請負人である場合にあっては、次のいずれかに該当する場合 

ア．点検対象契約受注者に施工をさせる特定の工種に関し、当該工種に応じた専門的な企画、調整及

び指導をする業務（以下「専門的企画等業務」という。）を、「点検対象契約発注者が請け負った工

事の発注者（以下「元発注者」という。）に代わって実施をすることに合理性が認められない場合。 

 この場合において、合理性が認められないとは、点検対象契約発注者と元発注者との業務分担が

不明確である場合又はほぼ同一である場合をいう。 

 その判断をするにあたっては、元請負人に対し、事情聴取をするものとし、不明な部分がある場

合、さらに点検対象契約発注者に対し、任意に事情聴取をする。 

 その結果、点検対象契約発注者が事情聴取に応じない場合は、判断はできないものとし、元請負

人に対し、建設業法第24条の６に基づく下請負人の指導に務めることを求めたうえ、指導の実施に
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より把握した事実の報告を求め、これにより判断を行う。 

イ．点検対象契約発注者が専門的企画等業務を実施するにあたり、主体性が認められないと判断した

場合。 

 なお、主体性が認められないと判断する基準は、下記５による。 

 

５．主体性に関する判断基準 

 点検対象契約受注者の施工に関し、点検対象契約発注者が行う業務の実施にあたり、主体性が認めら

れるかどうかを判断するにあたっては、点検対象契約発注者に対し、事情聴取を行うものとし、次のい

ずれかに該当する場合は、主体性が認められないと判断する。 

 ただし、その時点までの発注者との工事打合せ等により、その判断をするに足りる事実が既に明らか

になっている部分については、必ずしも事情聴取を要しない。 

 なお、点検対象契約発注者が下請負人である場合にあっては、元請負人に対し、事情聴取をするもの

とし、不明な部分がある場合、さらに当該下請負人に対し、任意に事情聴取をする。 

 その結果、当該下請負人が事情聴取に応じない場合は、判断はできないものとし、元請負人に対し、

建設業法第24条の６に基づく下請負人の指導に務めることを求めたうえ、指導の実施により把握した事

実の報告を求め、これにより判断を行う。 

① 元請負人に対する事情の聴取を行う場合にあっては、合理的な理由なく、当該元請負人がこれに応

じない場合 

② 事情聴取において、点検対象契約発注者が、実施をした業務内容を的確に説明できない等により、

その業務内容を的確に把握していないものと判断される場合 

 なお、点検対象契約発注者が下請負人である場合において、当該下請負人が事情聴取に応じないこ

とにより、元請負人の把握した当該下請負人の事情においても、当該下請負人が実施をした業務内容

を的確に把握していないかどうかを明らかにできない場合は、判断はできないものとする。 

 

６．その他 

 点検様式は、参考様式２－１から２－４を参考とする。 
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参考様式１－１ 

工事現場における施工体制の点検表 

工事名  

工期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 

監督職員名  

契約の相手方  

請負代金額  当初               

 第１回変更 平成 年 月 日 千円 合計            千円 

 第２回変更 平成 年 月 日 千円 合計            千円 

 第３回変更 平成 年 月 日 千円 合計            千円 

    

 

点検を要する内容 

監理技術者等の専任の

状況等の点検 

請負代金額が3,500万円以上 

（建築一式工事の場合は、7,000万円以上） 
該当（する・しない） 

施工体制台帳等の点検 下請契約を締結している 該当（する・しない） 

工事実績情報の登録の

点検 
請負代金額が2,500万円以上 該当（する・しない） 

建設業許可を示す標識

の点検 

契約の相手方が建設業の許可を受けている 

（通常は該当する） 
該当（する・しない） 

労災保険に関する点検 
契約の相手方が工事において労働者を使用する 

（通常は該当する） 
該当（する・しない） 

建設業退職金共済制度

に関する点検 

左記の制度の対象となる労働者が従事する 

（通常は該当する） 
該当（する・しない） 
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参考様式１－２ 

監理技術者等の専任の状況等の点検⑴ 

専任の状況（元請負人から通知があった以降、遅滞なく、及び概ね３か月ごとに点検する） 

元請負人から通知があった日 平成 年 月 日 

技術者名 （監理技術者、主任技術者） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 □専任配置されている   □兼任配置の疑義あり 

疑義がある場合の確認  

 重複工事名  

 発注機関名  

 工期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで 

発注機関に事実確認をした日 
平成 年 月 日 確認者 

□事実確認を要せず 

判定結果 
□専任配置と認められる 判定者 

□専任配置されていない 

専任配置と認められる理由  

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日   □是正がなされていない 

建設業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日  （是正がなされなかった場合） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 □専任配置されている   □兼任配置の疑義あり 

疑義がある場合の確認  

 重複工事名  

 発注機関名  

 工期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで 

発注機関に事実確認をした日 
平成 年 月 日 確認者 

□事実確認を要せず 

判定結果 
□専任配置と認められる 判定者 

□専任配置されていない 

専任配置と認められる理由  

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日   □是正がなされていない 

建設業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日  （是正がなされなかった場合） 
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参考様式１－３ 

監理技術者等の専任の状況等の点検⑵ 

常駐の状況（概ね月に１回点検する） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 □駐在している  □駐在していない 

元請負への事情聴取日 平成 年 月 日 聴取者 

判定結果 □駐在とみなせる □駐在とみなせない 判定者 

判定理由  

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 □駐在している  □駐在していない 

元請負への事情聴取日 平成 年 月 日 聴取者 

判定結果 □駐在とみなせる □駐在とみなせない 判定者 

判定理由  

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 □駐在している  □駐在していない 

元請負への事情聴取日 平成 年 月 日 聴取者 

判定結果 □駐在とみなせる □駐在とみなせない 判定者 

判定理由  

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 □駐在している  □駐在していない 

元請負への事情聴取日 平成 年 月 日 聴取者 

判定結果 □駐在とみなせる □駐在とみなせない 判定者 

判定理由  

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 

注）判定結果において、駐在とみなせる場合とは、元請負人に対する事情聴取の結果、当該工事に係る業

務を実施していたうえ、当該業務を工事現場外で行うことが、監理技術者等としての業務を適正に実施

するために必要な行為であり、かつ工事現場との連絡体制が確保されていた場合をいう。 
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参考様式１－４ 

施工体制台帳等の点検⑴ 

施工体制台帳（当初及び変更の写しの提出があった以降、遅滞なく実施する） 

写しの提出日 平成 年 月 日 提出がなかった場合の請求日  平成 年 月 日 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．原本が現場に備え置かれている 良・否 

ｂ．写しの内容が原本と相違ない 良・否 

ｃ．記載事項に漏れがない 良・否 

ｄ．添付書類に漏れがない 良・否 

ｅ．記載内容が通達に基づいている 良・否 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日（ａ、ｃ、ｄ又はｅの是正がなされていない場合） 

写しの提出日 平成 年 月 日 提出がなかった場合の請求日  平成 年 月 日 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．原本が現場に備え置かれている 良・否 

ｂ．写しの内容が原本と相違ない 良・否 

ｃ．記載事項に漏れがない 良・否 

ｄ．添付書類に漏れがない 良・否 

ｅ．記載内容が通達に基づいている 良・否 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日（ａ、ｃ、ｄ又はｅの是正がなされていない場合） 

写しの提出日 平成 年 月 日 提出がなかった場合の請求日  平成 年 月 日 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．原本が現場に備え置かれている 良・否 

ｂ．写しの内容が原本と相違ない 良・否 

ｃ．記載事項に漏れがない 良・否 

ｄ．添付書類に漏れがない 良・否 

ｅ．記載内容が通達に基づいている 良・否 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日（ａ、ｃ、ｄ又はｅの是正がなされていない場合） 

注）施工体制台帳に記載すべき事項は、建設業法施行規則第14条の２第１項に、施工体制台帳に添付すべ
き書類は、同条第２項に規定されている。 
 また、施工体制台帳の記載内容に関し、基づくべき通達とは、「施工体制台帳の作成等について（平
成13年３月30日付国総建第84号）」である。  
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参考様式１－５ 

施工体制台帳等の点検⑵ 

実際の施工体制（概ね月に１回点検する） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．監理技術者等が施工体制台帳に一致している 良・否 

 確認方法   □監理技術者資格者証   □その他（         ） 

ｂ．下請負人が施工体制台帳に一致している 良・否 

 施工体制台帳に記載のない下請負人名 

ｃ．名札を着用している 良・否 

元請負への事情聴取日 平成 年 月 日 聴取者 

判定結果 

 判定者 

ａ．監理技術者等の配置に虚偽が（ある・ない） 

ｂ．下請負人に関して不一致が（ある・ない） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日（ａ又はｂの是正がなされていない場合） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．監理技術者等が施工体制台帳に一致している 良・否 

 確認方法   □監理技術者資格者証   □その他（       ） 

ｂ．下請負人が施工体制台帳に一致している 良・否 

 施工体制台帳に記載のない下請負人名 

ｃ．名札を着用している 良・否 

元請負への事情聴取日 平成 年 月 日 聴取者 

判定結果 

 判定者 

ａ．監理技術者等の配置に虚偽が（ある・ない） 

ｂ．下請負人に関して不一致が（ある・ない） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日（ａ又はｂの是正がなされていない場合） 

注１）一括下請負に関する点検は、参考様式２－１から２－４による。 

注２）監理技術者等の確認は、元請負人についてのみ行う。 

注３）監理技術者については、監理技術者資格者証により確認する。 

 また、主任技術者については、所属する建設業者名が記載されている健康保険被保険者証の写し若

しくは住民税特別徴収税額の通知書又はその変更通知書で最新のものの写しの提出を求め、確認する

ものとするが、これら写しが施工体制台帳の写しに添付されている場合は、これらの提出及び確認を

要しない。 

注４）下請負人については、元請負人が実施した安全訓練等の出席者名簿、下請負人に対する作業指示書

等において、施工体制台帳に記載のない下請負人の名称等がないことを確認する。  
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参考様式１－６ 

施工体制台帳等の点検⑶ 

施工体系図の点検（適時に点検する） 

確認日  平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．掲示場所が適正である 良・否 

ｂ．施工体制台帳と一致している 良・否 

ｃ．記載内容が通達に基づいている 良・否 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日 

確認日  平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．掲示場所が適正である 良・否 

ｂ．施工体制台帳と一致している 良・否 

ｃ．記載内容が通達に基づいている 良・否 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日 

確認日  平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．掲示場所が適正である 良・否 

ｂ．施工体制台帳と一致している 良・否 

ｃ．記載内容が通達に基づいている 良・否 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日 

確認日  平成 年 月 日 確認者 

 

ａ．掲示場所が適正である 良・否 

ｂ．施工体制台帳と一致している 良・否 

ｃ．記載内容が通達に基づいている 良・否 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正等を確認した日 
平成 年 月 日 確認者 

□是正がなされていない 

業許可行政庁への通知日 平成 年 月 日 

注１）掲示場所については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げられていることを

確認する。 

注２）施工体制台帳の記載内容に関し、基づくべき通達とは、「施工体制台帳の作成等について（平成13

年３月30日国総建第84号）」である。 

- 16 -



 

参考様式１－７ 

工事実績情報の登録等の点検⑴ 

工事実績情報の登録（当初契約締結後、変更契約締結後、監理技術者等の変更後及び工事完成検査合格

後のそれぞれについて遅滞なく点検する） 

種別 当初契約・変更契約・監理技術者等の変更・工事完成 

工事カルテにおける登録

内容の確認 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 不備が（ない・ある） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 確認者 

工事カルテ受領証の写し

の提出日 

平成 年 月 日 

提出がなかった場合の請求日 平成 年 月 日 

種別 当初契約・変更契約・監理技術者等の変更・工事完成 

工事カルテにおける登録

内容の確認 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 不備が（ない・ある） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 確認者 

工事カルテ受領証の写し

の提出日 

平成 年 月 日 

提出がなかった場合の請求日 平成 年 月 日 

種別 当初契約・変更契約・監理技術者等の変更・工事完成 

工事カルテにおける登録

内容の確認 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 不備が（ない・ある） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 確認者 

工事カルテ受領証の写し

の提出日 

平成 年 月 日 

提出がなかった場合の請求日 平成 年 月 日 

種別 当初契約・変更契約・監理技術者等の変更・工事完成 

工事カルテにおける登録

内容の確認 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 不備が（ない・ある） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 確認者 

工事カルテ受領証の写し

の提出日 

平成 年 月 日 

提出がなかった場合の請求日 平成 年 月 日 
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参考様式１－８ 

工事実績情報の登録等の点検⑵ 

建設業許可を示す標識（適時に点検する） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 不備が（ない・ある） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 確認者 

注）工事現場において、公衆の見やすい場所に、許可を受けた建設業の名称等、建設業法施行規則第25条

第１項に規定される事項を、同条第２項に規定される様式により記載した標識が掲示されていることを

確認する。 

 

工事実績情報の登録等の点検⑶ 

労災保険に関する点検（適時に点検する） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 不備が（ない・ある） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 確認者 

注）労災保険にかかる保険関係成立の年月日等、労働者災害補償保険法施行規則第49条第１項及び第２項

に規定される事項が、常時事業場の見易い場所に掲示する等、同項に規定される方法により、労働者に

周知させていることを確認する。 

 

工事実績情報の登録等の点検⑷ 

建設業退職金共済制度に係る点検（適時に点検する） 

確認日 平成 年 月 日 確認者 

確認結果 不備が（ない・ある） 

是正を求めた日 平成 年 月 日 

是正を確認した日 平成 年 月 日 確認者 

注）建設業退職金共済制度の適用を受ける事業主に係る工事現場であることを示す標識が掲示されている

こと（勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が発行するシールが貼付されていること）を確

認する。 

 なお、当該制度の対象となる労働者が従事しない場合は、当該標識の掲示を要しないことに留意する

こと。 
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参考様式２－１ 

一括下請負に関する点検表 

重点点検工事かどうかの判定（下記のいずれかに該当する場合は、二次下請負人まで点検する） 

１．(ｂ)の金額又は(ｃ)の金額が(ａ)の過半を占める □該当する  □該当しない 

 元請負金額                      (ａ) 当初          千円 

 第１回変更 平成 年 月 日 千円 合計          千円 

第２回変更 平成 年 月 日 千円 合計          千円 

第３回変更 平成 年 月 日 千円 合計          千円 

主たる部分を実施する一次下請負人の一次下請負金額   (ｂ)             千円 

最大の一次下請負金額 (ｃ) 判定：平成 年 月 日             千円 

判定：平成 年 月 日             千円 

判定：平成 年 月 日             千円 

２．一次下請業者の等級が元請負人と同一又は上位 □該当する  □該当しない 

 競争参加資格審査における元請負人の業種区分／等級 工事／    等級 

一次下請負人のうち、業種区分が元請負人と同一の者で等級が最

高位の者             （判定：平成 年 月 日） 

業者名 

等級 

一次下請負人のうち、業種区分が元請負人と同一の者で等級が最

高位の者             （判定：平成 年 月 日） 

業者名 

等級 

一次下請負人のうち、業種区分が元請負人と同一の者で等級が最

高位の者             （判定：平成 年 月 日） 

業者名 

等級 

３．近接等工事の元請負人又は一次下請負人と同一の者が元請負人又

は一次下請負人となっている 

（内容は参考様式２－２による） 

□該当する  □該当しない 

 対象近隣工事 

（□なし） 

１．工事名： 

 契約の相手方： 請負代金額       千円 

工期：平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 

２．工事名： 

 契約の相手方： 請負代金額       千円 

工期：平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 

３．工事名： 

 契約の相手方： 請負代金額       千円 

工期：平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 

４．低価格入札 □該当する  □該当しない 

- 19 -



 

参考様式２－２ 

近隣工事の請負人との重複のチェック 

確認日：平成 年 月 日 確認者 

今回工事の請負人の名称 近隣等工事の元請負人又は一次下請負人であるか 

元請負人： □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

一 

次 

下 

請 

負 

人 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

確認日：平成 年 月 日 確認者 

今回工事の請負人の名称 近隣等工事の元請負人又は一次下請負人であるか 

元請負人： □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

一 
次 

下 

請 

負 

人 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

 □はい（該当工事番号： 、元請、一次）  □いいえ 

- 20 -



 

参考様式２－３ 

実質関与の点検（元請負人用） 

点検対象契約は、下請負の契約内容が、請け負った工事内容のうち、次のいずれかに該当するもの 

（参考様式２－１において重点点検工事に該当する場合は、少なくとも全ての三次下請契約まで） 

□全部又はその主たる部分 

□一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物 

□一部分であって、一次下請負契約のうち、契約金額が最大（平成 年 月 日時点） 

点検対象契約受注者 （一次下請） 

点検対象契約発注者 （元請） 

契約期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 

契約金額 千円 

主な契約内容  

次のいずれかに該当する場合は、点検対象契約発注者が実質関与していないものと判断する 

 ①点検対象契約発注者が設置をした監理技術者又は主任技術者が、当該

発注者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有していない 

（確認は、様式１－５による） 

該当（する・しない） 

②点検対象契約発注者が元請負人である場合は、次の業務のいずれかの

実施にあたり、主体性が認められない場合（該当項目に○） 

該当（する・しない） 

 ａ．発注者との協議 

ｃ．官公庁等への届出等 

ｅ．施工計画の作成 

ｇ．出来形及び品質管理 

ｉ．安全管理 

ｂ．住民への説明 

ｄ．近隣工事との調製 

ｆ．工程管理 

ｈ．完成検査 

ｊ．下請負者の施工調整及び指導監督 

判断根拠 

ア．□合理的な理由なく、事情聴取に応じない 

イ．□実施をした業務内容を適格に説明できない等により、その業

務内容を適格に把握していないものと判断される 

（判断根拠イに該当する場合は具体的内容を以下に記載する） 

 

事情聴取日：平成 年 月 日 実施者 

注１）参考様式２－３及び２－４による実質関与の点検は、毎年度において少なくとも１回行なう。 

 ただし、点検の対象とされた下請負契約が複数年度にわたる場合は、その契約期間の過半を占める

年度において確認することで足りる。 

注２）事情聴取については、その時点までの発注者との打合せ等により、その判断をするに足りる事実が

既に明らかになっている部分については、必ずしも行う必要はない。 
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参考様式２－４ 

実質関与の点検（下請負人用） 

点検対象契約は、下請負の契約内容が、請け負った工事内容のうち、次のいずれかに該当するもの 

（参考様式２－１において重点点検工事に該当する場合は、少なくとも全ての三次下請契約まで） 

□全部又はその主たる部分 

□一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物 

□一部分であって、一次下請負契約のうち、契約金額が最大（平成 年 月 日時点） 

点検対象契約受注者 （二次・三次下請） 

点検対象契約発注者 （一次・二次下請） 

契約期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 

契約金額 千円 

主な契約内容  

次のいずれかに該当する場合は、点検対象契約発注者が実質関与していないものと判断する 

 ①点検対象契約発注者が設置をした監理技術者又は主任技術者が、当該

発注者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有していない 

（確認は、様式１－５による） 

該当（する・しない） 

②点検対象契約発注者が下請負人である場合は、次のいずれかに該当す

る場合 

（下請負人が任意の事情聴取に応じない場合は、判断はできないものと

し、元請負人に対し、建設業法第24条の６に基づく下請負人の指導に

務めることを求めたうえ、指導の実施により把握した事実の報告を求

め、これにより判断する） 

？□当該工種に応じた専門的な企画、調整及び指導をする業務を実施

することに合理性が認められない 

該当（する・しない） 

□判断不能 

（下請負人が任意の事

情聴取に応じない場合

において、元請負人から

の報告によっても判断

できない場合は、判断不

能とする） 

 ？の判断根拠 

□専門的企画等業務について、点検対象契約発注者と元発注者と

の業務分担が不明確又はほぼ同一である 

（具体的内容を以下に記載する） 

 

？□専門的企画等業務の実施にあたり、主体性が認められない 

 ？の判断根拠 

ア．□合理的な理由なく、事情聴取に応じない 

イ．□実施をした業務内容を適格に説明できない等により、その業

務内容を適格に把握していないものと判断される 

（判断根拠イに該当する場合は具体的内容を以下に記載する） 

 

事情聴取日：平成 年 月 日 実施者 

注）元発注者とは、点検対象契約発注者が請け負った工事の発注者をいう。 
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